
第2弾

特別優遇金利
定期積金

税引後 年0.79685％

令和８年３月２日現在

須賀川信用金庫 各支店
詳しくは須賀川信用金庫本支店の窓口へお問い合わせください。

お問合せ先

令和8年3月2日（月）～令和8年9月30日（水）

年1.00％
※募集総額は定期積金の払込総額とし、給付補填金は含みません。
※募集総額に達した時点で取扱いを終了いたします。

個人・個人事業主のお客さまの場合

3年 または 5年

30億円

払 込 期 間

払 込 金 額

募 集 総 額

取 扱 期 間

個人・個人事業主の
お客さま 1万円以上 法人のお客さま 5万円以上



ご預金の種類

ご 契 約
いただける方

取 扱 期 間

募 集 金 額

払 込 金 額

払 込 期 間

払 込 方 法

適 用 金 利

中途解約時の
取 扱 い

税 　 　 金

そ の 他

令和８年３月２日現在

特別優遇金利定期積金 〈商品内容〉

詳しくは須賀川信用金庫本支店の窓口へお問い合わせください。

● 個人・個人事業主のお客さま
● 法人のお客さま

① 個人・個人事業主のお客さま・・・・・・・・1万円以上（千円単位）
② 法人のお客さま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円以上（千円単位）

原則として中途解約はできません。
やむをえず満期日前に解約する場合は、次の①、②の中途解約利率により利息相当額を計算し、
この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
　　①　初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
　　　　解約日の普通預金利率
　　②　初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
　　　　約定年利回り╳60％（小数点第3位以下切捨て）
　　　　ただし、解約日の普通預金利率を下限とします。

お利息には下記のとおり税金がかかります。
（非課税法人の場合を除きます。）
● 個人のお客さま：20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税
● 法人のお客さま：総合課税

・ 適用金利は、市場金利の動向により見直す場合があります。
・ 預金保険制度の付保対象商品です。
・ 満期日以後の利息（給付補填金）は、解約日における普通預金利率により計算します。
・ 詳しくは窓口または渉外担当者までお問い合わせください。

３年または５年

原則、口座からの引落しでの払込み

令和8年3月2日（月）～令和8年9月30日（水）
※募集総額に達した時点で取扱いを終了いたします。

30億円
募集総額は定期積金の払込総額とし、給付補填金は含みません。

年1.00％

スーパー定期積金

福島県須賀川市牛袋町121番地1　営業推進部  TEL0248（75）3319


